
米粉利活用促進事業実施要領

第１ 事業の目的

輸入小麦等の価格高騰に対応し、米粉を「小麦の代替品」としてのみならず「食

の可能性を広げる素材」として新たな利活用を進めるため、食品製造事業者の取組

や学校給食における米粉製品の活用等を支援するとともに、消費者に米粉製品や活

用方法等を広くＰＲし、消費拡大を図る。

第２ 事業の実施等に関して必要な事項

本事業の実施に関して必要な事項は、第３から第 10 までに定めるほか、次の（１）

及び（２）に掲げる事業ごとにそれぞれの別記に定めるものとする。

（１）米粉製品開発等支援事業 別記１

（２）学校給食米粉製品開発等支援事業 別記２

第３ 事業の実施手続き

１ 事業実施計画書の承認申請

本事業を実施しようとする事業実施主体は、別に定める事業実施計画書等を農

林水産部長に提出するものとする。

２ 事業実施計画書の承認

農林水産部長は、１により提出された事業実施計画の内容を審査し、適当と認

められる場合は、事業実施主体に対し承認する旨の通知を行うものとする。

３ 事業実施計画の変更

事業実施計画の次に掲げる変更については、１及び２に準じて行うものとする。

（１）事業実施主体の変更

（２）事業の中止又は廃止

（３）事業に要する経費の３０％を超える増減

第４ 事業実施期間

本事業の実施期間は、令和５年度とする。

第５ 補助金の取扱い

補助金交付事務等の取扱いに関しては、秋田県財務規則及び秋田県農林水産部農

業経済課関係補助金等交付要綱（以下、「補助金交付要綱」という。）に基づくも

のとする。

第６ 実績報告

事業実施主体は、事業完了後、速やかに補助金交付要綱に基づく事業実績報告書

を知事に提出するものとする。



第７ 事業実施後の措置

１ 実施状況報告

事業実施主体は、事業実施翌年度から３年間、当該年度の事業実施状況につい

て別に定める様式に取りまとめ、翌年度の５月末日までに農林水産部長に報告す

るものとする。

２ 指導等

県は、１に基づく報告の内容で、目標等が未達成となっている場合にあっては、

事業実施主体から要因分析と対策等の報告を求めるとともに、適切な指導助言を

行うことができるものとする。

第８ 推進体制等

県は、事業実施主体に対し、適切に事業が実施できるよう、必要に応じて助言・

指導等を行うものとする。

第９ 書類の保管

事業実施主体は、本事業に関する書類を事業完了年度の翌年度から起算して５年

間保管しなければならない。

第 10 その他

この要領に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、別に定めると

ころによるものとする。

附 則

１ この要領は、令和５年４月１日から施行する。



別記１

米粉製品開発等支援事業

第１ 事業内容等

県内の食品製造事業者が行う県産米粉を活用した新商品の開発等に必要な経費に

対し助成する。

１ 事業実施主体

県内の食品製造事業者で、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

①秋田県内で営業する個人あるいは本社、支社又は営業所を有する法人であるこ

と。

②国税又は地方税の滞納がないこと。ただし、課税庁が認めた納入計画を立てて

いる者を除く。

③秋田県又は公的機関からの融資（間接融資を含む）等を受け、その債務の履行

を怠り、又は滞っていない者。ただし、債権者が認めた返済計画等があるもの

を除く。

④秋田県暴力団排除条例第２条第１項及び第２項に規定する暴力団又は暴力団と

密接な関係を有する者に該当しないこと。

⑤民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき、再生手続きの開始の申立をし

ている者、若しくは再生手続の開始が申立されている者（同法第 33 条第１項に

規定する再生手続開始の決定を受けた者を除く）、又は会社更生法（平成 14

年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立をしている者、若しくは更生手

続開始の申立がなされている者（同法第 41 条第１項に規定する更生手続きの決

定を受けた者を除く）でないこと。

２ 対象となる活動

補助対象となる活動は次のとおりとする。

（１）県産米粉を活用した商品開発（パン、菓子等）に向けた試作・評価に要する

経費

（２）開発した県産米粉製品のＰＲに要する経費

（３）その他、県産米粉の利活用に特に必要と認められる経費



３ 対象経費

補助対象経費は、次によるものとする。

４ 補助率

補助率は、事業費のうち消費税（消費税及び地方消費税をいう。）を除いた額の

１／２以内とし、補助金額の千円未満の端数は切り捨てるものとする。

ただし、１事業実施主体当たりの補助金額の上限を 30 万円とする。

第２ 成果目標

成果目標は、事業実施翌年度から３年後の米粉製品の販売額が、県補助金額と同

額以上であることとする。

第３ 実施計画書の審査

実施要領第３の２に基づく事業実施計画の承認にあたっては、必要に応じて審査

要領を定めるなど厳正で公正な審査を行う。

第４ 新商品のＰＲ

本事業の実施主体は、令和５年 11 月開催予定の米粉製品のＰＲイベント（会場：

秋田市内予定）に、新商品を含む米粉商品で出展すること。

第５ 様式

本事業の様式は、次に掲げるとおりとする。

１ 事業実施計画書（実績書）（様式第１号）

２ 事業（変更）実施計画承認申請（様式第２号）

３ 事業（変更）実施計画承認通知（様式第３号）

４ 事業実施計画不承認通知（様式第４号）

５ 事業実施状況報告書（様式第５-１号）

６ 事業実施状況報告書（様式第５-２号）

費 目 補 助 対 象 経 費

需用費 ・新商品開発に必要な原材料等の購入費、容器等消耗品購入費

・パンフレット・パネル等の印刷製本費 等

役務費 ・製粉、試作手数料、特性等の分析手数料

・品質検査 等

委託費 ・容器等のデザイン委託費用、コンサルタント費用 等

その他 ・農林水産部長が必要かつ適当と認めるもの


